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就業時間中の全面禁煙を決定 
～10月 1日より社員向け卒煙キャンペーンを実施～ 

 
オリックスグループは、社員の健康維持の観点から、2011年 4月 1日よりオフィスビル

内における就業時間中（就業規則に定める休憩時間を除く）の全面禁煙の実施を決定しま

したのでお知らせします。 
 
今回の全面禁煙実施の決定に伴い、グループ健康推進室にて、社員向け禁煙セミナーの

開催や卒煙キャンペーンの実施、禁煙希望者に対する産業医や保健師による個別指導、禁

煙外来のある医療機関の紹介などの禁煙サポートを行います。 
 
＜各種サポート概要＞ 
 
○禁煙セミナー 
産業医や外部講師によるタバコに関する正しい知識や健康への影響の説明、禁煙の指導。 
第 1回 2010年 9月(実施済み)。第 2回 2010年 12月(予定)。以降、定期的に実施予定。 

 
○卒煙キャンペーン 
保険診療による禁煙治療費約 2万円のうち 1万円を支給。 
【期間】2010年 10月 1日～2011年 3月 31日 
※ 期間中に禁煙外来での 12週間の治療を終了し、医療施設から終了証明書を発行してもらった場合  

※ 一部グループ会社を除く  
 
○個別指導 
 産業医や保健師による個別面談、禁煙外来の紹介、治療終了後の定期的なフォローなど。 
 
 
オリックスグループは、今後も社員の健康管理のための取り組みを推進し、働きやすい

職場づくりを目指してまいります。 
                

以 上 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 
広報部：池田・柴田 TEL：03-5419-5102 




